
様式第３（第７条関係） ※受理年月日   年 月 日 
※受理番号  
※備考  

 
変更届出書 

２０２５年１０月 ８日 

 埼玉県県知事 様 

 

               名   称 有限会社田中産業 

               代表者氏名 代表取締役 田中 潤 

               住   所 埼玉県新座市野火止５丁目５番３号 

 

 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 

     名 称：ラ・ヴィーニュ 

     所在地：埼玉県新座市野火止５丁目２番６０号 

 

２ 変更しようとする事項 

 

⑴ 大規模小売店舗の施設配置に関する事項 

① 駐車場の位置及び収容台数 

   （変更前） 位  置：「図面５ 変更前 駐車場・位置台数」参照 

         収容台数：３１８台（建物内３階１５０台、建物屋上１６８台） 

   （変更後） 位  置：「図面６ 変更後 駐車場・位置台数」参照 

         収容台数：２４０台（建物内３階１４９台、建物屋上 ９１台） 

② 駐輪場の位置及び駐輪台数 

   （変更前） 位  置：「図面３ 変更前 建物配置図及び1階平面図」参照 

    収容台数：３５７台 

   （変更後） 位  置：「図面４ 変更前 建物配置図及び1階平面図」参照 

         収容台数：３２３台（駐輪場①91台、駐輪場②110台、駐輪場③48台、

駐輪場④27台、駐輪場⑤10台、駐輪場⑥13台、駐輪場⑦24台） 

 

３ 変更する年月日 

 

（駐車場の位置及び収容台数）：２０２６年７月１日 

（駐輪場の位置及び収容台数）：２０１５年９月１５日 

 

４ 変更する理由 

 

（駐車場の位置及び収容台数）：余剰部分の活用のため 

（駐輪場の位置及び収容台数）：現況を届け出るため 
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５ 以下の掲げるもののうち、上記２の変更に係るもの以外の事項 

 

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称並びに法人にあっては代表

者の氏名 

                株式会社与野フードセンター 

代表取締役社長 宮崎 和美 

埼玉県さいたま市中央区下落合1027番地 

 

日本トイザらス株式会社 

代表取締役社長 李 孝 

神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地 

 

株式会社マツモトキヨシ 

代表取締役社長 松本 貴志 

千葉県松戸市新松戸東９番地１ 

 

⑵ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

               

                ６,６２４㎡ 

 

⑶ 大規模小売店舗の施設の設置に関する事項 

 

① 荷さばき施設の位置及び面積 

位置：図面４参照 

面積：４２６㎡ 

② 廃棄物等の保管施設の位置および容量 

位置：図面４参照 

面積：３３㎡ 

 

⑷ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

開店時刻：午前９時  閉店時刻：午後10時 

② 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前９時から午後１０時まで 

③ 駐車場の自動車の出入口の数および位置 

数、位置：入口１か所、出口１か所、図面４参照 

④ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前６時から午後１９時まで 

 

 

 

 

 

 

 


